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e-らぽ～るでは、精神科医療に携わる医療関係者の皆様に役立つ情報を田辺三菱製薬株式会社がお届けしています。 
精神科のトピックス e-らぽ～るトピックスでは、精神科に関するトピックスをお知らせしています。 

2024.06.21 
規制改革実施計画を公表 ≪内閣府≫ 
令和6年6月21日に閣議決定された規制改革実施計画

では、デジタルヘルスの推進として、精神科診療におけるオン
ライン診療の計画事項について提示されています。 

令和6年度診療報酬改定では、通院精神療法に、情
報通信機器を用いて実施した場合の評価が新設されました
が、対象患者については、「情報通信機器を用いた精神療
法を実施する当該保険医療機関の精神科を担当する医
師が、同一の疾病に対して、過去１年以内の期間に対面
診療を行ったことがある患者」に限定されています。「情報通
信機器を用いた精神療法に係る指針」においても、初診精
神療法をオンライン診療で実施することは「十分な情報が得
られず、信頼関係が前提とされない」等の理由から行わない
としており、そのため、当該指針は「オンライン診療の適切な
実施に関する指針」と同様に、厚生
労働省が公開の議論を経て策定す
る必要があると指摘しています。以上
のことを踏まえて、安全性・必要性・
有効性の観点から、適切なオンライン
精神療法の普及を推進するために、
新たな指針を策定・公表すること検
討し、結論・措置を図ることになりまし
た。また、それを踏まえて、オンライン
診療における精神療法の診療報酬
上の評価の見直しを検討し、所要の
措置を講ずることが計画されていま
す。 

出典：「規制改革実施計画」（令和６年６月２１日閣議決定）（内閣府）（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html）もとに田辺三菱製薬株式会社作成 
  

「改正精神保健福祉法の施行に伴うＱ＆Ａについて（更新）」の事務連絡を発出 ≪厚生労働省≫ 
令和5年11月27日付け事務連絡「改正精神保健福祉法の施行に伴うＱ＆Ａについて」に関して、一部内容を更新し、新たに

Q&Aが追加されました。追加されたQ&Aは以下の内容です。 

  出典：「令和４年精神保健福祉法改正に関する通知・事務連絡」令和６年６月21日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課「改正精神保健福祉法の施行に伴うQ＆Aについて（更新）」
（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi_00007.html）を基に田辺三菱製薬作成 

出典：「令和６年度診療報酬改定説明資料等について」０４  令和６年度診療報酬改定の概要 医療DXの推進１６頁（厚
生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html）を加工して作成

出典：「規制改革実施計画」令和6年6月21日閣議決定37頁（内閣府）（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html）を加工して
作成


